
議案第１０１号

渋川市営伊香保ロープウェイ条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。

令和元年６月１３日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市営伊香保ロープウェイ条例の一部を改正する条例

渋川市営伊香保ロープウェイ条例（平成３１年渋川市条例第２８号）の一

部を次のように改正する。

別表第１普通運賃の部大人（中学生以上）の項中「８２０円」を「８３０

円」に、「４９０円」を「５００円」に改め、同部小人（小学生以下）の項

中「２４０円」を「２５０円」に改め、同表団体運賃（２５人以上）の部学

生団体の款大人（中学生以上）の項中「６６０円」を「６７０円」に改め、

同部上記以外の団体の款大人（中学生以上）の項中「７４０円」を「７５０

円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の渋川市営伊香保ロープウェイ条例第５条の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る運

賃について適用し、施行日前の利用に係る運賃については、なお従前の例

による。

理 由

消費税法及び地方税法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものであ

る。



渋川市営伊香保ロープウェイ条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係）

区分 往復 片道 区分 往復 片道

普通運賃 大人（中学生以上） ８３０円 ５００円 普通運賃 大人（中学生以上） ８２０円 ４９０円

小人（小学生以下） ４１０円 ２５０円 小人（小学生以下） ４１０円 ２４０円

団体運賃 学生団体 大人（中学生以上） ６７０円 ４００円 団体運賃 学生団体 大人（中学生以上） ６６０円 ４００円

（２５人以 （２５人以

上） 小人（小学生以下） ３７０円 ２２０円 上） 小人（小学生以下） ３７０円 ２２０円

上記以外 大人（中学生以上） ７５０円 ４５０円 上記以外 大人（中学生以上） ７４０円 ４５０円

の団体 の団体

小人（小学生以下） ３７０円 ２２０円 小人（小学生以下） ３７０円 ２２０円

備考 （略） 備考 （略）
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